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茨城県庁秘書課職員の自死について、遺族の意向により行った調査の 

「再調査」を求める要望書 

 

 県総務部知事公室秘書課職員が２０２４年１０月２０日、副知事によるパワーハラスメント等を訴

える遺書を残して自死していたことがわかりました。新聞報道等によると、亡くなる５日前（１０月

１５日付）に書かれた遺書は、「あの副知事の下で仕事をするのは限界、うんざりだ」との言葉から始

まり、つらく苦しい思いがつづられていました。 

「今まで経験したことのない数の叱責、非難の言葉を受けてきた」「対応できる限度を超える範囲、

程度にまで要求が及んでおり、それをことさら強硬に完ぺきを求められても、応えきれない、限界が

ある。しかしかまわず血相を変えて、痛烈に、執ように穴を突いてくる。人格を否定されるような言

葉も飛ぶ。これこそ一般的にパワハラと呼べるものだと思う」と記されていました。 

県が遺族の意向により設置した「茨城県の職場環境等に関する調査委員会」（根本義信委員長＝弁護

士らメンバー４名、２０２４年１１月２６日～２５年２月７日、計１０回非公開で実施）は「報告書」

（全２１ページ）で、当該職員へのパワーハラスメントや過重労働はなく、職場の対応にも特に問題

はなかったと判断。それを受けて２月１２日に県が公表した調査結果概要（A４判２ページ）も、「パ

ワハラも過重労働もなかった」と結論付けました。 

一方、調査委員会「報告書」には最後に「付言」が記され、「パワーハラスメントを受けていたと感

じていたことは明らか」「副知事の言動に全く問題がなかったというわけでもない」「日々の仕事のゴ

ールが見えず、慢性的な不安を抱えるに至ったであろう事は容易に想像できる」としています。しか

し、ではどのような理由でパワハラはなかったと判断したのか明らかにされていません。その上、県

が公表した概要では、「付言」の最後にある「職員が亡くなっていることを重く受け止め、職員のスト

レスチェックをより充実させるなど、よりよい職場環境整備のために改善を図ることを期待する」と

の一部分は示す一方、パワハラについて触れた重要部分の記載はまったくなく、伏せられました。 

 



亡くなった職員が「パワハラと呼べるもの」と訴えているにも関わらず、「なかった」と断定するこ

とは、故人の思いに反するものです。パワハラの判断要件にもとづけば、行為者に悪意があったか、

教育表現として行ったかなどの意図に関係なく、結果的にその言動が相手を傷つけ、精神的に追い込

み、就業意欲を害するものであるかどうかを重視しなければなりません。ましてや、被害者の職員か

ら聞き取りすることが叶わない状況において、遺書に記された故人の訴えは最も尊重すべき事柄です。 

また、ご遺族の皆様が納得して調査結果を受け入れたのかも不明です。これでは公務労働災害の認

定を最初から閉ざすことになります。加えて、副知事の任命者である大井川知事の責任は問われない

まま、知事は「談話」を発表したのみです。これら調査の経過や県の対応は、県民理解を得られない

と考えます。 

よって、再調査を求めるものです。その際、下記内容を踏まえることを要望し、６月１０日までに

文書で回答いただくよう求めます。 

記 

１． 先の「茨城県の職場環境等に関する調査委員会」がパワハラも過重労働もなかったと判断した

理由と、調査委員会が聞き取りを行った「ご遺族及び関係職員」の範囲を明らかにする。 

２． パワハラも過重労働もなかったと判断した調査結果に対するご遺族の意向を、県はどのように

確認し、把握しているのか示す。 

３． 再調査にあたって、調査方法等に対してご遺族や関係職員の意向を反映させたものとする。調

査委員は高い中立性を担保するとともに、幅広い職能から複数人ずつ構成する。聞き取り調査

に加え、知事部局全職員にアンケートを実施して県庁全体のパワハラや過重労働の実態をつか

む。 

４． 再調査内容と結果の公表について、ご遺族の意向やプライバシーを尊重すると同時に、公共性・

公益性に資する内容を積極的に適切に公表し、パワハラや過重労働を一掃する。 

以上 


